
見積書、納品書（完了報告書）における押印省略の取扱いに係る Q＆A（事業者向け） 

１. 押印省略について 

No 質問 回答 

１ 印西市からの見積書提出依頼、納品・

履行、代金請求などに伴い提出する書

類で押印が省略できるもの、条件を教

えてください。 

令和８年４月１日以降に受領する見積書、納品

書、業務完了届、工事完成通知書、請求書が押

印省略の対象になります（納品書、業務完了届、

工事完成通知書は無条件で押印不要）。 

見積書、請求書の押印を省略する場合、「本件責

任者および担当者」の欄を設け、役職（所属）・

氏名および連絡先（電話番号）を記載する必要

があります（役職（所属）がない場合は記載な

しで可）。 

※請求書の押印省略については、別途、市のホ

ームページでご案内しています。 

２ No1 に挙げられたすべての書類で押印

省略できるのか？ 

法令、条例、規則、要綱等で押印が義務付けら

れているものについては、押印を省略すること

はできません。詳細は各担当課にお問い合わせ

ください。 

３ 従来通り，No1 に挙げられている押印

省略が可能となった書類に押印し，郵

送や持参してもよいか？ 

押印した書類の提出を妨げるものではありま

せんので，その場合は従来通り，紙媒体で原本

を提出してください。 

４ 見積競争や公募型プロポーザル等にお

いて、見積書に押印は必要か。 

原則不要です。ただし、依頼文や公告等で事業

担当課により押印を要することが明示されて

いる案件については押印を要するものとしま

す。 

５ 押印省略した見積書を訂正したい場

合、どうすればよいか。 

押印省略したときは、訂正印での修正はできま

せん。見積書の作り直しをお願いします。 

６ 

 

見積書等が２枚以上にわたる場合にも

押印の省略は可能か。 

 

・見積書等が２枚以上にわたる場合には，一連

であることおよび全体枚数がわかるように，各

ページに「〇／〇ページ」及び通番を入れてく

ださい。 

・PDF データによる見積書等については一連の

ものと判断します。 

７ 個人事業主等で「代表者」、「本件責任

者」、「担当者」が全て同一人物の場合

は「本件責任者」等の記載は必要か。 

代表者と同一であっても、「本件責任者」、「担当

者」、「連絡先」の記載は必要となります。 



２. 本件責任者及び担当者について 

１ なぜ発行責任者と担当者の記載が必要

なのか？ 

書類の真正性を担保するためです。内容に不明

な点があった場合など、担当課から確認の連絡

をすることがあります。また、押印を省略した

場合に記載がないものは受付できません。 

２ 本件責任者とは誰ですか。 

 

本件責任者は、代表取締役又は支店長等といっ

た権限の委任を受けた役職者や、見積書や納品

書等、押印の省略可能となっている書類を作

成・発行するにあたり責任を有する方のことを

いいます。 

３ 本件担当者とは誰ですか。 

 

 

見積書や納品書等の押印省略可能となってい

る書類に関する事務を担当している方をいい

ます。 

４ 本件責任者及び担当者は苗字のみの記

載 でよいですか。 

苗字だけではなく名の記載もお願いします（苗

字のみ、名のみ、読みがなでの記載は不可で

す）。 例：氏名が印西 太郎の場合、「いんざい 

たろう」や「インザイ タロウ」は不可。 

５ 「本件責任者及び担当者」の役職（所

属）・氏名および連絡先（電話番号）の

記載があれば、発行者等（代表者）の

役職名・氏名の記載を省略できますか。 

発行者等の役職名・氏名は省略できません（役

職がない場合は記載不要）。 

６ 「本件責任者及び担当者」が同一人物

の場合は、どのように記載するのです

か。 

「本件責任者の役職（所属）・氏名・連絡先(電

話番号)」を記載したうえで、担当者については

「同上」と するか、「本件責任者・担当者」と

いうようにまとめるなど、本件責任者と担当者

が同じであることが分かるようにしてくださ

い（役職（所属）がない場合は記載なしで可） 

６ 「本件責任者及び担当者」の連絡先は

会社の代表電話の番号が１つ記載があ

ればよいですか。責任者と担当者それ

ぞれの連絡先が必要ですか。 

本件責任者と担当者の連絡先（電話番号）が同

一の場合、連絡先については「同上」等と記載

し、本件責任者の電話番号と同じであることが

分かるようにしてください。 

７ 

 

「本件責任者及び担当者」の連絡先は

携帯電話でもよいですか。 

原則として固定電話の番号を記載してくださ

い。ただし、固定電話がない場合は、本件責任

者及び担当者と確実に連絡の取れる携帯電話

としてください。 

８ 「本件責任者及び担当者」の連絡先は

メールアドレスでもよいですか。 

書類に不明な点があった場合に直接連絡をす

る必要があることから、電話番号を記載してく

ださい。 

ただし、電話での対応が困難な場合は、電話番

号に加えて FAX番号やメールアドレス等を記載

してください。 



９ 「本件責任者及び担当者」が代表取締

役の場合、「本件責任者及び担当者」の

記載は不要ですか。 

 「本件責任者及び担当者」の欄に「代表取締役

と同じ」等、そのことが分かるように記載して

ください。 

10 個人の場合でも「本件責任者及び担当

者」の記載は必要か。 

個人の場合でも「本件責任者及び担当者の氏

名、役職、連絡先」を記載することにより押印

を省略することができます。 

11 押印がなく、「本件責任者及び担当者」

の記載のない見積書について、手書き

で「本件責任者及び担当者」を追記す

れば、有効ですか。 

有効です。ただし、鉛筆や消せる筆記用具によ

る記載は不可です。 

12 システム上の都合等で「本件責任者及 

び担当者」を記載できない。 

見積書等にシステム上の都合等で「本件責任者

及び担当者」の記載が難しい場合には、別添様

式に「本件責任者」等を入力して併せて提出く

ださい。 

13 契約書や請書の押印は省略できます

か。 

契約書・請書は引き続き押印が必要です。 

契約書への押印は法律で定められているため、

押印の義務付けについても電子契約を除き、廃

止となっておらず、省略することもできませ

ん。また、本市では契約書は請書と同等のもの

とみなしているため、押印の義務付けを廃止し

ていません。 

３. 電子メール又は FAXでの提出について 

１ 見積書や納品書等の押印省略が可能な

書類について電子メールで書類を提出

しても良いですか？ 

見積もり競争等やプロポーザル方式等で、事業

担当課から、紙原本での提出を求められている

場合を除き、電子メール又は FAXによる提出も

可能です。ただし電子メールによる場合は、添

付ファイルは改ざん防止等の観点から PDF形式

とし、FAX により提出する場合は、文字などが

鮮明に読み取れるものに限ります。電子メー

ル、FAX ともに提出後は担当部署に受信確認の

連絡をしてください。 

２ 電子メールに見積書等の書類を添付す

る代わりに、見積書の内容をメール本

文に記載してもよいですか。 

電子メールで提出していただく場合は、必ず

PDF ファイルで添付してください。メール本文

に見積内容等を記載しての提出は不可です。 

３ 押印を省略した書類は、電子メールで

提出しなければならないのですか。 

押印を省略した場合、電子メールのほか、従来

どおり郵送や持参による提出もできます。 

 


